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（市の補助金） 

商店街団体が実施する各商店街で使用可能な「プレミアム商品券」事業の実施に要する経費を 

市が補助します。今年度より、補助率、補助上限を拡充します。 

なお、今年度は神奈川県の補助金が大幅に拡充されたことに伴い、市の補助金は３回の 

商品券事業を実施する商店街団体を対象とします。 
 

補助対象経費 

○プレミアム商品券のプレミアム（割増）分 

○事務費 プレミアム商品券発券に係る印刷費、広告宣伝費（チラシ・ポスター等） 

のぼり旗等の装飾費、消耗品費、換金手数料 など 

補助率（千円未満切捨て、消費税を含む） 

 補助率：プレミアム商品券の割増分  10／10以内 

     事務費           ４／５以内※（昨年度：３／４以内） 

補助上限 

 複数の商店会等が連携して実施する場合  800万円※（昨年度：500 万円） 

商店会等が単独で実施する場合      400万円※（昨年度：200 万円） 

※拡充分は、昨年度より年間を通して発行数、購入可能人数を増やした場合に適用 

 

補助金交付までの流れ 

２回までの商品券事業を実施する商店街団体は、次ページに記載の県補助金を申請してください！ 
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横須賀市 

令和８年度 商店街プレミアム商品券事業補助金 募集要領 

 補助金の概要 

交付決定後に、補助金の前払いが可能です 
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今年度、商店街プレミアム商品券事業に対する補助金は、市の補助金の他に、 

神奈川県の「紙版かながわトクトクキャンペーン！」事業費補助金(以下、県補助金という)があります。 

今年度は、県補助金が大幅に拡充され、従来よりも商店街団体の負担が少なく実施が可能となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳しくは、県のホームページの 
募集要領をご覧ください。 

補助対象事業 
商店街団体等が実施するプレミアム商品券事業 

○補助率  10／10以内  

〇補助上限 上限なし（完売が見込める分まで発行可能） 

〇補助対象経費 

商品券の割増し（プレミアム）分、商品券の券面の発券に係る印刷費、 

広報宣伝費（チラシ・ポスター等）、 

事務費（人件費・謝金、借料、委託費（換金委託に係る手数料）、消耗品費） 

 

商品券事業に係る経費のほぼ全てが県補助金で補助されます。 

（消費税相当分は商店会等の自己負担になります。一部対象外の経費あり。） 

〇その他 

 ・商品券の完売後、補助対象経費の 90%について事前交付（概算払）を受けることができます。完売し

ない場合は事前交付が受けられません。 

 ・県へ申請する商品券事業は２回までとなります。なお、１回分の実施ごとに申請が必要です。 

 ・今回の県補助金の内容（補助率、補助上限等）は今年度限りの予定です。来年度から縮小される予

定です。 

 
県補助金 申請期限  令和８年 12月４日（金曜日）まで 
           ※受付は先着順 
           ※予算に達し次第、募集終了 
 
県補助金 担当 神奈川県産業労働局中小企業部商業流通課 商業まちづくりグループ 

電話（045）210－5612（直通） 

（参考）県補助金の概要 

▼県ホームページ 
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補助対象 

１．対象者 商業者等が地域的に組織した次に掲げる市内商店街団体。 

 ア 商店街振興組合    イ 商店街協同組合 

 ウ ア及びイに掲げるもののほか、法人化された商店街団体 

 エ アからウまでに掲げるもののほか、任意の商店街団体で市長が認めるもの 
 

２．対象となる事業 

商店会等が実施する各商店街で使用可能なプレミアム商品券発行事業 

（近接する複数の商店会等が連携して実施する場合を含む。） 

 

３．対象経費 ※消費税を含む 
 

(1)プレミアム商品券 

の割増分 

使用された商品券の額面の総額から販売された商品券の総額を控除した

額とする。また、補助対象となるプレミアム率は、30％を上限とする。 

(2)事務費 

ア プレミアム商品券 

発行に係る印刷費 

商品券の印刷費 

イ 事業の周知に係る 

広告・宣伝費 

チラシ・ポスターの作成、新聞折込、地域紙へ

の掲載 

ウ 装飾費 のぼり旗、立て看板 等 

エ 委託費 商品券の換金手数料(信用金庫等) 等 

オ 原材料費 販売時等の消耗品費(文房具、感染症対策用品) 

カ その他市長が必要 

と認める経費 

事業周知のホームページ更新、販売時の会場使

用料や機材借用料、振込手数料 等 

※他の補助金等（国、県その他団体によるものを含む。）の交付を受けている場合は、補助対象経費から差し引く 

 

４．対象期間  令和８年４月１日（水）～令和９年３月１日(月)までに行った事業 

商品券の有効期間は令和９年２月 19日(金)まで、 

換金・経費支払い（領収書の日付）は令和９年３月１日(月)までとします。 

※上記期間内であれば、すでに実施している事業(交付決定前の経費)も対象としますが、このご案内の
送付以降に実施する場合は、できるだけ事業実施前に申請してください。 
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補助金額 

次の表の左欄に掲げる申請区分に応じ、補助対象経費に補助率を乗じた額又は補助上限額の 

それぞれ少ない方の額の合計 

申請区分 補助対象経費 補助率 補助上限額(年度) 

１つの商店会等が 

単独で実施する場合 

プレミアム商品券の

割増分 
10／10 

200万円 

（400万円） 
事務費 

３／４ 

（４／５） 

複数の商店会等が 

連携して実施する場合 

プレミアム商品券の

割増分 
10／10 

500万円 

（800万円） 
事務費 

３／４ 

（４／５） 

※下限額なし 

※前年度より年間を通して発行数、購入可能人数を増加させた場合は、括弧内の補助率、補助上限を適用。 

※算出した補助金額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。 

 

発行するプレミアム商品券の要件 

□ 本事業で発行されるプレミアム商品券を、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用

しないでください。 

⚫ 不動産又は金融商品 

⚫ たばこ事業法(昭和 59 年８月 10 日法律第 68 号)第２条第１項第３号に規定する製造たばこ 

⚫ 他の商品券、金券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの 

⚫ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条５項に規定する性風俗関連特殊営業にお

いて提供される役務 

⚫ 国や地方公共団体への支払い(税金、公営ギャンブル等) 

⚫ 現金との換金、金融機関への預け入れ又は商品券の交換・売買 

⚫ 医療・介護保険が適用される医療費(自己負担分) 

□ プレミアム商品券の購入者１人当たりの購入金額の上限を原則５万円以下とすること。 

□ プレミアム商品券の偽造や不正使用の防止に可能な限り努めること。 

□ 参加店舗がプレミアム商品券を自社の製品の購買又は自社の事業に供するための物品・サービ

ス等の調達に用いないこと。 

□ プレミアム商品券発行事業に係る約款等を策定していること。 

□ プレミアム商品券の利用が一部に集中することのないよう、大型店舗等を含む全店舗で使用可

能な「共通券」と中小規模店舗(個店)のみで使用可能な「専用券」の２種類の券面に分けて発

行するなど、多くの参加店舗において使用されるよう検討してください。 
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交付申請 

※同一の商店会等（複数商店会等が連携して申請する場合は、その構成団体も含む）が同一年度に本補助金の 

交付を受けることができる回数は１回までとします 

（１） 提出期限 

提出期限：令和８年 12 月４日（金） 

※予算枠に達した時点で募集を終了する可能性があります。 

 

（２） 補助金の申請に必要な書類 

１ 補助金等交付申請書 

２ 事業計画書① 

３ 事業計画書② 

４ 事業計画書③ 

５ 予算書 

６ 商店会等の会則 

７ 商店会等の会員名簿 

８ プレミアム商品券発行事業に係る約款等の写し 

９ 商店会等の構成区域がわかる地図の写し 

 

（３） 提出方法 

申請書類は、以下の手順で、横須賀市 商業振興課までご提出ください。 

①交付申請書、事業計画書、予算書の電子データを電子メールで送付 

②電子データを市が確認後、メールまたはお電話にてご連絡いたしますので、 

 請求書･前払希望理由書と併せて、全ての申請書類の紙書類を、郵送等またはご持参にて 

ご提出ください。 

 

  

【申請書類等の提出先・問合せ先】 

横須賀市 文化スポーツ観光部 商業振興課 

所在地：〒238-8550 横須賀市小川町 11番地 

＜〒238-8550 商業振興課 で届きます＞ 

電 話：(046)822-8286（直通） 

E-mail：cud-ec@city.yokosuka.kanagawa.jp 
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実績報告 

（１） 提出期限 

事業終了の１ヶ月後 または、令和９年３月１日（月） いずれか早い日までに提出 

必ず上記期限までに提出してください。なお、期限までに実績報告書が提出されない場合は、

補助金の交付を取り消すことがあります。 

 

（２） 実績報告に必要な書類 

１ 実績報告書 

２ 収支明細書① 

３ 収支明細書② 

４ 実績明細書 

５ 科目別内訳表(事務費分) 

６ 収支を証する書類(領収書等)の写し(事務費分) 

７ 店舗別プレミアム商品券換金状況報告書 

８ 換金台帳の写し 

９ 印刷物や広報の見本、写真等 

 

（３） 提出方法 

実績報告書類は、電子データ(電子メール)と紙書類(郵送等またはご持参)どちらも、 

同時に、横須賀市 商業振興課までご提出ください。 

 

 

換金の注意事項 

・信用金庫等を利用せず、各事務所で換金を行う場合 

換金台帳は、各店舗にいつ、いくら支払ったのかを証明できるよう、各店舗からの領収書、又は、

同封の書式のように各店舗から換金額を受領したことのサイン・印鑑等が付記されている一覧表

等をご提出ください。 

 

・県補助金を申請しない団体で、信用金庫等に換金を委託する場合 

実績報告書の添付資料の「換金台帳の写し」は、代替として、店舗名/換金日/換金枚数/換金額が

分かる一覧表と信用金庫等が換金を実施した報告書(一筆)をご提出ください。 

 

・信用金庫等への換金委託と、商店会事務所での自主換金を併用する場合 

取扱店舗ごとに一つの換金方法を選択してください。（一つの店舗が、信用金庫等と事務所の両

方で換金することはできません。必ず一つの換金方法に統一してください。※両方で換金を行っ

た場合、対象外となります。） 

 

【実績報告書類等の提出先・問合せ先】 

横須賀市 文化スポーツ観光部 商業振興課 

所在地：〒238-8550 横須賀市小川町 11番地 

＜〒238-8550 商業振興課 で届きます＞ 

電 話：(046)822-8286（直通） 

E-mail：cud-ec@city.yokosuka.kanagawa.jp 
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領収書の注意事項 

科目別内訳表の順番に、向きをそろえてＡ４判にコピーしてください。 

領収書または受領を証するものが添付されていないと補助対象になりません。 

（受領を証するものの例：請求書＋振込明細書、レシート、通販の購入明細書＋代引き領収書） 

宛名 申請時の商店会名に統一してください。（会員あての領収書は×） 

日付 令和８年４月１日～令和９年３月１日のものに限ります。 

但し書き 「品代」だけでなく、具体的な名称を記載してください。（例：チラシ印刷代、新聞折込代 等） 

詳細不明のものは、請求書や納品書等内訳がわかるものを添付してください。 

余白に記入 科目別内訳表の番号に合わせて領収書にも番号を振り、対照できるようにしてください。 

 

書式のダウンロード 

 各書式は、市のホームページよりデータをダウンロードできます。 

 URL：https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2140/r8syoutengai_premium.html 

 

 

事務担当 ご不明点、ご相談など、お気軽にお問い合わせください。 

 横須賀市文化スポーツ観光部 商業振興課 

 住 所：〒238-8550 横須賀市小川町 11番地 

 電 話：046－822－8286 

 メール：cud-ec@city.yokosuka.kanagawa.jp 

  

▼市ホームページ 
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商品券発行までの流れ 

 


